
第１章 新たな健診・保健指導の方向性 

（１）これまでの健診・保健指導の現状と課題 

国は、昭和５３年からの「第一次国民健康づくり対策」、昭和６３年からの

「第二次国民健康づくり対策」を経て、平成１２年からは「21 世紀における

国民健康づくり運動（健康日本２１）」として、健康づくり施策を推進してき

た。 

それとともに、健康診断、健康診査（健診）については、医療保険各法に

基づき医療保険者が行う一般健診や、労働安全衛生法に基づき事業者が行う

健診、老人保健法に基づき市町村が行う健診として実施されてきた。 

  これまで、生活習慣病に関する一次予防、二次予防施策を推進してきたが、

「健康日本２１」の中間評価における暫定直近実績値からは、糖尿病有病者・

予備群の増加、肥満者の増加（20－60 歳代男性）や野菜摂取量の不足、日

常生活における歩数の減少のように健康状態及び生活習慣の改善が見られな

い、もしくは悪化している現状がある。 

  厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会の「今後の生活習慣病対策の推

進について」（中間とりまとめ）〔平成１７年９月１５日〕において、 

○ 生活習慣病予備群の確実な抽出と保健指導の徹底が不十分 

○ 科学的根拠に基づく健診・保健指導の徹底が必要 

○ 健診・保健指導の質の更なる向上が必要 

○ 国としての具体的な戦略やプログラムの提示が不十分 

○ 現状把握・施策評価のためのデータの整備が不十分 

などが生活習慣病対策を推進していく上での課題として挙げられており、こ

のような課題を解決するために、これまでの活動成果を踏まえ、新たな視点

で生活習慣病対策を充実・強化することになったのである。 

 

（２）これからどのように変わるのか 

今般の「医療制度改革大綱」（平成１７年１２月１日 政府・与党医療改革

協議会）を踏まえ、「生活習慣病予防の徹底」を図るため、平成２０年４月か

ら、高齢者の医療の確保に関する法律により、医療保険者に対して、糖尿病

等の生活習慣病に関する健康診査（以下、「特定健診」という。）及び特定健

診の結果により健康の保持に努める必要がある者に対する保健指導（以下、

「特定保健指導」という。）の実施を義務づけることとされた。また、「医療

制度改革大綱」における政策目標は、平成２７年度には平成２０年と比較し

て糖尿病等の生活習慣病有病者・予備群を２５％減少させることとしており、

中長期的な医療費の伸びの適正化を図ることとされた。 

この政策目標を達成するためには、医療保険者が効果的・効率的な健診・

保健指導を実施する必要があることから、標準的な健診・保健指導プログラ

ム、健診・保健指導データの管理方策、健診・保健指導の委託基準等の在り
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